
提

出

者

内

山

晃

平
成
十
七
年
二
月
二
日
提
出

質

問

第

一

三

号

柔
道
整
復
師
の
業
務
に
関
わ
る
健
康
保
険
請
求
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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柔
道
整
復
師
の
業
務
に
関
わ
る
健
康
保
険
請
求
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

柔
道
整
復
師
の
業
務
（
一
般
的
に
は
骨
折
・
脱
臼
・
捻
挫
・
打
撲
・
挫
傷
・
腱
鞘
炎
・
頸
肩
腕
症
・
変
形
性
関
節
症
等
と
さ

れ
て
い
る
）
に
関
わ
る
健
康
保
険
請
求
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
昭
和
十
一
年
に
各
都
道
府
県
ご
と
に
所
在
の
柔
道
整
復
師

会
と
協
定
を
結
び
料
金
表
を
定
め
て
以
来
、
委
任
払
い
の
方
式
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
協
定
を
結
ん
だ
際
に
骨
折
・
脱
臼
・
捻

挫
・
打
撲
・
挫
傷
の
五
傷
病
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
質
問
す
る
。

一

厚
生
労
働
省
は
腱
鞘
炎
・
頸
肩
腕
症
・
変
形
性
関
節
症
等
の
治
療
は
柔
道
整
復
師
の
業
務
範
囲
と
し
て
認
め
て
い
る
が
療

養
費
請
求
の
段
階
で
「
捻
挫
」
に
ふ
り
替
え
さ
せ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

二

柔
道
整
復
師
の
請
求
は
療
養
費
の
支
給
基
準
に
則
り
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
初
検
料
・
再
検
料
の
用
語
を
使

用
し
て
い
る
が
、
正
式
に
は
初
診
料
・
再
診
料
で
は
な
い
の
か
。
「
診
」
は
医
師
だ
け
が
使
用
で
き
る
言
葉
で
、
柔
道
整
復

師
が
「
診
」
を
使
用
す
る
と
請
求
は
差
し
戻
さ
れ
る
。
柔
道
整
復
師
と
い
え
ど
も
医
療
を
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
医
師
同
様

の
初
診
料
・
再
診
料
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

三

治
療
行
為
に
対
し
、
柔
道
整
復
師
が
行
う
場
合
は
「
判
断
書
」
で
、
医
師
が
行
う
場
合
は
「
診
断
書
」
で
は
治
療
を
受
け

る
患
者
に
混
乱
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
医
師
同
様
に
「
診
断
書
」
に
統
一
す
べ
き
で
は
な
い

一



か
。

四

よ
り
正
確
な
柔
道
整
復
師
医
療
を
行
う
た
め
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
は
欠
か
せ
な
い
。
何
故
、
出
来
な
い
の
か
。
両
腕
、
両

足
の
四
肢
撮
影
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

五

学
校
で
生
徒
が
怪
我
を
し
て
通
院
し
た
場
合
、
総
費
用
が
五
千
円
に
満
た
な
い
も
の
は
医
療
費
の
適
用
が
行
わ
れ
な
い
。

学
校
で
の
怪
我
は
三
日
で
治
る
も
の
が
大
半
で
病
院
に
行
く
と
一
回
で
五
千
円
以
上
に
な
り
適
用
さ
れ
る
が
、
接
骨
院
だ
と

四
回
か
ら
五
回
通
院
し
な
い
と
五
千
円
に
は
な
ら
な
い
。
以
前
は
千
円
以
上
で
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ど
の
様
な
理
由

で
五
千
円
以
上
に
な
っ
た
の
か
。

六

一
般
の
保
険
会
社
が
取
り
扱
っ
て
い
る
傷
害
保
険
金
は
、
通
院
日
数
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
。
病
院
だ
と
十
日
通
院
す
る

と
十
万
円
支
給
さ
れ
る
が
、
接
骨
院
だ
と
七
割
の
七
万
円
し
か
支
給
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

七

接
骨
院
に
通
院
す
る
た
び
に
調
査
書
を
書
か
せ
る
が
、
接
骨
院
は
協
定
外
の
診
察
を
し
て
い
る
か
ら
患
者
に
対
し
て
骨

折
・
脱
臼
・
捻
挫
・
打
撲
・
挫
傷
な
ら
支
払
う
が
、
協
定
外
の
も
の
は
不
支
給
と
な
っ
て
い
る
。
協
定
の
五
傷
病
を
八
傷
病

に
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

八

仕
事
以
外
で
怪
我
を
し
、
会
社
を
休
ん
だ
ら
お
見
舞
金
書
類
作
成
に
か
か
る
費
用
い
わ
ゆ
る
傷
病
手
当
金
は
医
師
は
千

二



円
、
整
復
師
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
医
師
同
様
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

九

生
活
保
護
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
が
、
接
骨
院
に
行
き
た
い
と
い
っ
て
も
行
政
側
は
「
ま
ず
整
形
外
科
に
行
っ
て
、
担
当

医
が
接
骨
院
に
行
っ
て
も
よ
い
と
言
っ
た
ら
結
構
で
す
」
と
指
導
し
て
い
る
が
何
故
か
。
患
者
の
医
療
選
択
の
自
由
を
奪
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


